
和牛遺伝資源2法について
〇 和牛遺伝資源の適正な流通管理及び知的財産としての価値の保護強化に向けて、 以下の２法が令和２年４月17日に成立し、
令和２年10月1日に施行。
① 家畜改良増殖法の一部を改正する法律
・ 精液・受精卵の流通規制の強化

② 家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律
・ 契約の当事者ではない第三者の不正利用にも対抗できる新たな仕組みの創設（差止・損害賠償請求、刑事罰）
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